
粗大ごみの搬入日（定休日）の変更について

　町役場　住民生活課（環境係） ９６８－2460 ８－2460問 有線

 ◎平成31年４月１日より、粗大ごみの搬入できる日と時間が変更となります。

【変更前】
・定 休 日： １月１日～３日、台風時（暴風警報発令時）
・搬入時間： 午前８時30分～午後５時

【変更後】
・定 休 日： １月１日～３日、毎週（月曜日・木曜日）、台風時（暴風警報発令時）
・搬入時間： 午前９時～午後５時

「粗大ごみの量は年々増加傾向にあり、その処理費も比例して増加している状況です。粗大ごみについ
ては現在ほぼ毎日搬入できる状況であり、捨てやすい状況がごみの増加に繋がる事も事実であります。
処理する場所の確保にも限度があるため、平成31年４月以降は定休日を設けて、その分解作業や整理
の時間に充て、スペースの有効活用を図ってまいりますので、町民の皆様のご理解・ご協力をお願い致
します。」

● 粗大ごみを搬入する際には処理券が必要です。
 ・処理券は金武町役場環境係と各区事務所にて販売しています。（平日のみ）
 ・土日、祝祭日は金武町役場日直及び粗大ごみ処理事務所で販売しています。
 ・粗大ごみは、１個ごとに処理券（300円）が必要です。

● 草木類が多量の場合は処理券を購入してトラックで金武町ごみ処理場へ搬入すること
 もできます。
 ・軽トラックの場合、１台あたり処理券１枚（300円）が必要です。

● テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・クーラー・洗濯機・衣類乾燥機・パソコン・産業廃棄物
 （タイヤ、建築廃材等）は搬入できません。
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大型家具等 自転車

・三輪車

小型家電等

金武ダム

金武
大橋

ベースボール
スタジアム

中川小学校

金武町ごみ処理場

粗
大
ご
み
搬
入
路

銀原交差点
※北向けに金武大橋を
　越えて最初の信号機

・粗大ごみの運搬はこの搬入路を
利用してください。区事務所や
小学校前は生徒などが多いため
危険を伴いますのでご協力を
お願い致します

【お願い】

Ｙ字になっている
ので右に進む

（金武10157-1番地付近）

沖縄自動車道の
下をくぐる

広報 平成31年（2019年） 広報 平成31年（2019年）3月号 3月号 1213


